
物
価
高
対
応
子
育
て
応
援
手
当
を
支
給
し
ま
す

●
問
い
合
わ
せ
先　

こ
ど
も
未
来
課　

こ
ど
も
支
援
班（
ヴ
ィ
ー
ブ
ル
内
）　

☎
０
９
６（
２
４
８
）１
１
６
２

合
志
市
物
価
高
騰
対
策
商
品
券
を
配
布
し
ま
す

�

●
問
い
合
わ
せ
先　

商
工
振
興
課　

商
工
振
興
班　

☎
096

（
248


）111


5

商
品
券
を
取
り
扱
う
加
盟
店
を
募
集
し
ま
す

�

●
問
い
合
わ
せ
先　

商
工
振
興
課　

商
工
振
興
班　

☎
096

（
248


）111


5

児
童
手
当
の
受
給
者
を
対
象
に

市
民
生
活
・
市
内
消
費
を
支
援

合
志
市
物
価
高
騰
対
策
商
品
券
事
業

物
価
高
の
影
響
が
長
期
化
す
る
な
か
、
特

に
、
そ
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
子
育
て

世
帯
を
力
強
く
支
援
し
、
こ
ど
も
た
ち
の
健

や
か
な
成
長
を
応
援
す
る
観
点
か
ら
、
児
童

手
当
の
受
給
者
な
ど
を
対
象
と
し
て
、
0
歳

か
ら
高
校
3
年
生
ま
で
の
こ
ど
も
1
人
当
た

り
2
万
円
の
物
価
高
対
応
子
育
て
応
援
手
当

を
支
給
し
ま
す
。

▼
支
給
対
象
者

次
の
ど
れ
か
に
当
て
は
ま
る
児
童
手
当
の

受
給
者
な
ど

①�

令
和
7
年
9
月
分（
10
月
支
給
分
）の
児
童

手
当
を
本
市
か
ら
受
給
し
た
人（
令
和
7

年
9
月
に
出
生
し
た
こ
ど
も
は
10
月
分
）

②�

令
和
7
年
10
月
1
日
か
ら
令
和
8
年
3
月

31
日
ま
で
に
出
生
し
た
こ
ど
も
の
父
母
な

ど
③�

①
の
配
偶
者
で
、
令
和
7
年
10
月
1
日
か

ら
令
和
8
年
3
月
31
日
ま
で
の
間
に
離
婚

な
ど
に
よ
り
新
た
に
児
童
手
当
の
受
給
者

と
な
っ
た
人

※�

③
は
、
①
の
受
給
者
か
ら
本
手
当
に
相
当

す
る
額
の
金
銭
な
ど
を
受
け
取
っ
て
い

る
、
ま
た
は
受
給
者
が
本
手
当
に
相
当
す

る
額
の
金
銭
な
ど
を
本
手
当
の
目
的
の
た

め
に
消
費
し
て
い
る
場
合
を
除
く

▼
支
給
額　

こ
ど
も
1
人
当
た
り
2
万
円

▼
支
給
方
法

市
か
ら
児
童
手
当
を
受
給
し
て
い
る
人

原
則
、
申
請
は
不
要
で
す
。
児
童
手
当
の

受
給
口
座
に
振
り
込
み
ま
す
。

※�

受
給
を
希
望
し
な
い
場
合
は
、
2
月
中
旬

頃
に
市
か
ら
送
付
す
る
案
内
に
沿
っ
て
手

続
き
し
て
く
だ
さ
い

公
務
員

申
請
が
必
要
で
す
。

2
月
下
旬
頃
に
市
か
ら
送
付
す
る
通
知
を

確
認
し
て
、
申
請
書
な
ど
を
返
送
し
て
く

だ
さ
い
。（
申
請
書
類
は
勤
務
先
か
ら
配

布
さ
れ
る
予
定
で
す
）

※�

申
請
先
は
、
令
和
7
年
9
月
30
日
時
点
の

住
所
地
の
市
区
町
村
と
な
り
ま
す

1
月
以
降
に
出
生
し
た
こ
ど
も
の
父
母
な
ど

申
請
が
必
要
で
す
。

令
和
8
年
1
月
か
ら
3
月
末
ま
で
に
出
生

し
た
こ
ど
も
の
分
に
つ
い
て
は
、
市
か
ら

別
途
、
申
請
の
案
内
を
す
る
予
定
で
す
。

▼
支
給
時
期

3
月
中
旬
か
ら
順
次
振

り
込
み

▼
申
請
期
限

4
月
30
日
㈭

▼
こ
ど
も
家
庭
庁
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

平
日　

午
前
9
時
～
午
後
6
時

☎
0
1
2
0（
2
5
2
）0
7
1

物
価
高
騰
の
影
響
を
受
け
る
市
民
の
生
活

を
支
援
す
る
と
と
も
に
、
市
内
消
費
の
下
支

え
を
図
る
た
め
、
合
志
市
物
価
高
騰
対
策
商

品
券
を
配
布
し
ま
す
。
申
請
な
ど
の
手
続
き

は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

▼�

対
象　

令
和
8
年
2
月
1
日
現
在
で
本
市

の
住
民
基
本
台
帳
に
登
録
さ
れ
て
い
る
人

▼
商
品
券
の
額

 

1
人　

1
万
円（
1
0
0
0
円
×
10
枚
）

世
帯
員
人
数
分
を
世
帯
主
に
配
布
し
ま

す
。

▼
配
布
時
期
・
方
法

世
帯
主
に
対
し
て
3
月
下
旬
か
ら
ゆ
う

パ
ッ
ク
に
て
順
次
郵
送
予
定
で
す
。

▼
使
用
期
間

4
月
1
日
㈬
～
7
月
31
日
㈮

▼
使
用
で
き
る
店
舗

配
布
時
に
同
封
す
る
加
盟
店
一
覧
表
ま
た

は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（
随
時
更
新
）を
確
認

し
て
く
だ
さ
い
。

合
志
市
物
価
高
騰
対
策
商
品
券
を
取
り
扱

う
加
盟
店
を
募
集
し
ま
す
。

▼
応
募
資
格

市
内
に
事
業
所
ま
た
は
店
舗
な
ど
が
あ
る

事
業
者

▼
必
要
な
手
続
き　

登
録
申
し
込
み

※�

登
録
申
し
込
み
は
申
込
書
を
郵
送
す
る

か
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
申
し
込
み
が
で
き
ま

す
。
申
込
書
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す

●問い合わせ先　安全安心課　☎０９６－２４８－１５５５

令和８年合志市消防出初式令和８年合志市消防出初式

消防団員が活動しやすいようにリニューアルしました消防団員が活動しやすいようにリニューアルしました

令和８年度合志市消防団員を募集しています令和８年度合志市消防団員を募集しています

1月11日、合志小学校で消防出初式を開催しました。団長
をはじめ消防団員416人が参加し、式典および全分団の通常
点検を行ないました。池

いけ

田
だ

雅
まさ

和
かず

団長は訓示で、「時代の変化に
柔軟に対応しながらも、市民の生命と財産を守るという我々
の使命は不変であり、今後も市民から信頼される消防団とし
て安全・安心で住みよい合志市の実現に向け皆さんと共に力
強く歩んでまいる所存です」と話しました。また、一斉放水
では今回が初めてとなる全分団、水に色を加えての実施とな
り、多くの人が見学に訪れました。

活動服
令和7年度に、消防団員の活動服の更新を行ないました。
新しい活動服は難燃性の生地を採用、視認性の向上を図るなど、今までの

活動服と比べ安全性や活動のしやすさに配慮したものとなっています。

アプリの導入
消防団アプリの導入を行ないました。消防団アプリでは今までメールで行

なっていた火災通知をアプリでの通知へ変更しました。
また、アプリでは団員証の搭載、消防水利のマップ、スケジュール管理や

情報伝達など、消防団に必要な情報をアプリで一元管理を行なっています。

消防団員として、一緒に活動してみませんか。
近年、激甚化する自然災害。有事のとき、公的な支援が届くまでの間、地域住民が

助け合う『共助』の力が、救える命の数を左右します。消防団はその共助の要であり、
地域に最も身近な防災のプロフェッショナルです。

みんなで一緒に、災害に負けない、もっと強くて温かい合志市を作っていきましょう。
あなたの『一歩』を、消防団一同、楽しみに待っています。

▶入団条件
・18歳以上の健康な人
・本市に居住、勤務、通学している人
▶消防団員の処遇の主なもの

報酬　年額報酬や活動手当の支給
公務災害補償　活動中に負傷した場合のさまざまな補償
退職報奨金　5年以上消防団活動を行なった人が退団した時に支給

合志市消防団Ｘ
市消防団の活動を随時更新中
です。
ぜひ覗いてみてください。

▲市ホームページ

▲申し込みフォーム

▲市ホームページ

▲市ホームページ

7 広報こうし ● 2026.3 6広報こうし ● 2026.3


